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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

９８

訓

令
（
選
）

○
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
改
正
…
�

告

示
（
選
）

○
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す

る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
人
）

○
東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
人
）

○
東
京
都
人
事
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
�

訓

令
（
監
）

○
東
京
都
監
査
委
員
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
�

告

示
（
監
）

○
東
京
都
監
査
委
員
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
監
査
委
員
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
労
）

○
東
京
都
労
働
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規

程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
収
用
委
）

○
東
京
都
収
用
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規

程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護

等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
固
評
審
）

○
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事

務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関

す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
内
水
漁
管
）

○
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務

に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
三
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
三
条
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
及
び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
」

を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

七
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
八
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
一
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
十
四
号
）
の
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一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ

ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
九
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百

三
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ

ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

則
（
平
成
三
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京

都
人
事
委
員
会
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾
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第
三
条
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
及
び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
」

を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

七
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
四
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
委
員
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
年
東
京
都
監

査
委
員
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
三
条
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
及
び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
」

を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

七
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
七
号

東
京
都
監
査
委
員
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
一
年
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ

ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
八
号

東
京
都
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

（
平
成
三
年
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
九
号

東
京
都
監
査
委
員
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
三
号
）
は
、
廃
止

す
る
。令

和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
六
号

東
京
都
労
働
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平

成
十
一
年
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
労
働
委
員
会

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ
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ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
七
号

東
京
都
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

程
（
平
成
三
年
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止

す
る
。令

和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
労
働
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
八
号

東
京
都
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
六
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
労
働
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
収
用
委
）

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
六
号

東
京
都
収
用
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平

成
十
一
年
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
収
用
委
員
会

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ

ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非
開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
七
号

東
京
都
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

程
（
平
成
三
年
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
収
用
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
八
号

東
京
都
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関

す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
収
用
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
固
評
審
）

◉
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
五
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関

す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
六
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

告
示
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
七
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
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査
委
員
会
告
示
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
四
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規

程
（
平
成
十
六
年
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ

ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
五
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
六

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
六
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
内
水
漁
管
）

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す

る
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決

定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、

「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ
ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ

ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定

通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委

員
会
告
示
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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